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(要旨)

自動車関係諸税を取り巻く環境は令和 3年度税制改正大綱では、新製コロナ

ウイルス感染症拡大により自動車関係諸税に関する抜本議論が先送りされ、担

税カに応じていない税負担を課す結果が継続する形となっており、依然として

取得・保有・走行の各段階において引き続き、 9種類に及ぶ複雑かっ過重な税

負担が課せられており、一般財源化により課税根拠が喪失した税の存続や二重

課税といった様々な課題が残されている。

令和4年度の税制改正については、この様な複雑かっ過重で不条理な自動車

税制の解消を前提に、自動車関係諸税が経済成長の足かせとならないように、

簡素化・ユ}ザー負担軽減に向けた抜本改革が必要である。

加えて、日常生活の重要な交通手段として自動車を保有し移動せざるを得な

い池方ほど世帯あたりの自動車関係諸税の負担が過重である現状において、自

動車関係諸税の簡素化、負担軽減は、地方経済の活性化に貢献が期待されると

ともに、 CASEやカーボンニュートラノレの促進を後押しするために現在の税

制を見直すことは、 「誰もが自由で安全な移動を享受できる社会Jの実現につ

ながるものと考えている。

以上により、貴議会において、地方財源に影響を与えないよう、国税からの

移譲を伴うことを前提とした「自動車関係諸税の見直しJに関し、国の関係機

関に下記内容を求める意見書を提出いただくようお願い申し上げる。
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~自動車に係る税の負担軽減を図る~

1. 車体課税を抜本的に見直し、簡素化・負担の軽減を図る

① 自動車震量税は廃止を前提に、まずは「当分の問として措置される税率」

を廃止

② 自動車税・軽自動車税(四輪車・二輪車等)の環境性能害IJも含めた税額引

き下げによる負担軽減措置を講ずる

③ 複雑な車体課税を簡素化

2. 燃料課税を抜本的に見直し、簡素化・負担の軽減を図る

① 「当分の聞として措置される税率」を廃止

② 複雑な燃料課税を額素化

③ 燃料課税に更に消費税が課せられる「二重課税」を解消

3 . 自動車関係諸税の国税部分について、地方への移譲等を伴う負担軽減策

を講じ、地方税収へ影響を与えないユーザー負担軽減を悶指す

~税目に対する使途を明確化する~

1. 車体課税は、次世代モピリティ (CASE)普及促進を目的とした特定員オ

源化

2. 燃料課税は、カーボンニュートラル促進を毘的とした特定財源化

~自動車の使用に係るユーザー負担の軽減を図る~

1. 自動車保険(任意保険)の所得控除対象化

2. 高速道路料金の引き下げ

3 「サポカー補助金Jの延長と年齢制限の撤廃


